
21　広報西ノ島 5月号

お知らせ

高齢者の補聴器購入費用を助成します!

　聴力機能の低下により日常生活に支障がある65歳以上の高齢者を対象に、社会参加や地域交流を支援し、
認知機能の低下を予防するため、令和８年度より65歳以上の高齢者を対象に補聴器の購入費用の一部を助成
します。

１. 対象者
　次の要件をすべて満たす方が交付対象者となります。
　　▶ 町内に住所を有する満 65 歳以上の方
　　▶ 聴覚障がいによる身体障害者手帳の交付を受けていない方
　　▶ 両耳の聴力レベルの平均が 40dB 以上 70dB 未満の方
　　▶ 耳鼻咽喉科の診療を行う医師が補聴器の使用を必要と認めた方

２. 助成額等
　　▶  補聴器本体（イヤーモールド含む）

購入費の 1/2、上限は 25,000 円
　　▶ 助成は 1人につき1回限り

お問い合わせ先：西ノ島町役場 健康福祉課（電話：08514 - 6 - 0104）

かかりつけ医

訪問看護ステーションかかりつけ薬剤師

患者
中核病院

在宅
このステッカーが
参加医療機関の
目印です。

お問い合わせ先
NPO 法人
しまね医療情報ネットワーク協会
T E L  (0853)22-8058

カルテ情報を確認して
より安全な調剤が行
えます。

かかりつけ医と日々の情
報を共有しながらサービ
スが提供できます。

在宅ケアではスムーズに
多職種間で情報が共有
されて安心です。

紹介を受けた患者さんの初期症状や
病歴、アレルギーが正確にわかります。

▶複数の医療機関にかかっている人
▶アレルギーを持っている人
▶高齢者の人
▶在宅で訪問系サービスを受けている人
▶複数の薬の処方を受けている人

このような方におすすめです！
゛

『まめネットカード』を
お持ちの県民のみなさ
んの医療情報を県内の
様々な医療機関で共有
するネットワークです。

『まめネットカード』を
まめネットってなに？

患者さんの日々
の状態を正確に
把握できます。

３. ご注意
　次の場合は助成することができません。
　　▶ 交付決定前に補聴器を購入した場合
　　▶ 集音器、助聴器、補聴器付属品のみを購入した場合
　　▶ 補聴器を修理または改造した場合

補聴器を購入する前に、
申請をしてください！

申請手続き等については、
下記お問い合わせ先までご連絡ください。

広報西ノ島 5月号　20

お知らせ

町外の医療機関で治療が必要な方へ

通院費の一部を助成しています！

お問い合わせ先：西ノ島町役場 健康福祉課（電話：08514 - 6 - 0104）

　西ノ島町では、離島特有の負担の軽減と福祉の向上を図ることを目的として、町外の医療機関で治療が必要な方
へ通院費の一部を助成します。助成対象者、手続き方法、助成額は以下のとおりです。

１. 対象者
　西ノ島町に住所があり、町外の医療機関で治療が必要と医師が認めた方で、下記のいずれかに該当する方です。

① 中学生以下の子ども ⑥ 必要な付き添い者（付き添いで１名限り）
② 障がい者手帳をお持ちの方 ✓ 中学生以下の子ども

✓ 身体障がい者手帳 1 種の方
✓ 療育手帳 A 判定の方
✓ 精神障がい者保健福祉手帳 1 級の方

③ 不妊治療を受ける方
④ 特定医療費（指定難病）受給者証をお持ちの方で、

その対象療養で受診が必要な方
⑤ 小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの方で、

その対象療養で受診が必要な方

２.手続方法
　役場健康福祉課へ以下のものを持参し、申請の手続きをしてください。

① 医療機関で受領した領収証または診療明細書
② 隠岐汽船乗船の領収書
③ 宿泊施設の領収書（宿泊者氏名、宿泊日、利用人数が記載されたもの）

※宿泊施設を利用した方のみ
④ 希望の振込先の預金通帳またはカード
⑤ 印鑑
⑥ 障がい者手帳、特定医療費（指定難病）受給者証、

小児慢性特定疾病医療受給者証　※該当者のみ

３. 助成額
　次により算出した交通費と宿泊費の半額を助成します。（100 円未満切り捨て）

区　分
交 通 費

宿 泊 費
（R7.4.1 ～変更有）船

（R7.4.1 ～変更有） バス

本　　土 往復：フェリー2 等 の 半額
※定額

本土港 ～ 松江駅
往 復 の 半 額

1泊につき2,500 円
（1受診日につき1泊）
※入院患者（日帰り入院を除く）
※3歳未満助成なし

隠岐の島町
往路：高速船
復路：フェリー2 等 の 半額
※定額

西郷港 ～ 隠岐病院
往 復 の 半 額

1泊につき2,500 円
（1受診日につき1泊）
※入院患者（日帰り入院を除く）
※3歳未満助成なし

医療を受けた日から ２年以内に申請 をしてください！
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お知らせ

高齢者の補聴器購入費用を助成します!

　聴力機能の低下により日常生活に支障がある65歳以上の高齢者を対象に、社会参加や地域交流を支援し、
認知機能の低下を予防するため、令和８年度より65歳以上の高齢者を対象に補聴器の購入費用の一部を助成
します。

１. 対象者
　次の要件をすべて満たす方が交付対象者となります。
　　▶ 町内に住所を有する満 65 歳以上の方
　　▶ 聴覚障がいによる身体障害者手帳の交付を受けていない方
　　▶ 両耳の聴力レベルの平均が 40dB 以上 70dB 未満の方
　　▶ 耳鼻咽喉科の診療を行う医師が補聴器の使用を必要と認めた方

２. 助成額等
　　▶  補聴器本体（イヤーモールド含む）

購入費の 1/2、上限は 25,000 円
　　▶ 助成は 1人につき1回限り

お問い合わせ先：西ノ島町役場 健康福祉課（電話：08514 - 6 - 0104）

かかりつけ医

訪問看護ステーションかかりつけ薬剤師

患者
中核病院

在宅
このステッカーが
参加医療機関の
目印です。

お問い合わせ先
NPO 法人
しまね医療情報ネットワーク協会
T E L  (0853)22-8058

カルテ情報を確認して
より安全な調剤が行
えます。

かかりつけ医と日々の情
報を共有しながらサービ
スが提供できます。

在宅ケアではスムーズに
多職種間で情報が共有
されて安心です。

紹介を受けた患者さんの初期症状や
病歴、アレルギーが正確にわかります。

▶複数の医療機関にかかっている人
▶アレルギーを持っている人
▶高齢者の人
▶在宅で訪問系サービスを受けている人
▶複数の薬の処方を受けている人

このような方におすすめです！
゛

『まめネットカード』を
お持ちの県民のみなさ
んの医療情報を県内の
様々な医療機関で共有
するネットワークです。

『まめネットカード』を
まめネットってなに？

患者さんの日々
の状態を正確に
把握できます。

３. ご注意
　次の場合は助成することができません。
　　▶ 交付決定前に補聴器を購入した場合
　　▶ 集音器、助聴器、補聴器付属品のみを購入した場合
　　▶ 補聴器を修理または改造した場合

補聴器を購入する前に、
申請をしてください！

申請手続き等については、
下記お問い合わせ先までご連絡ください。


